
別紙１

基準名 ページ 編章節条枝番 項目等 訂正内容 備考

５出来形管理基準及び規格値 P1-197 第１３編 ２－３－２ 水路トンネル覆工の巻厚測定位置に関する記述を追加 別紙２

農業土木工事の技術基準の一部改定（平成26年4月1日）



出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値

単位：mm

1－196 1－197

別紙２

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要
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１ トンネル支保工
幅 Ｂタイプ ｂ

幅 Ｃ,Ｄタイプ ｂ

－0

－40

間隔、幅は全基礎について測定する。

支保工幅の測定時期は原則として建て

込み直後及び覆工前の２回とする。

破砕帯等の特

殊な地山にお

ける支保工管

理については

別途に定める

ものとする。

吹付ロックボ

ルト工法の吹

付及びロック

ボルトは、道

路 ト ン ネ ル

（NATM）を参

照する。

間隔  ±75
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２ トンネル覆工
基 準 高 Ｖ ±50

１．基準高、厚さ、幅、高さについて

は１スパンにつき１箇所の割合で測定

する。

２．巻厚

（イ）コンクリート打設前の巻立空間

を１スパンの終点において図に示す①

～⑩の各点で測定する。

（ロ）コンクリート打設後の覆工コン

クリートについて１スパンの端面（施

工継目）において図に示す①～⑩の各

点で測定する。

（ハ）削孔による巻厚の測定は図の①

において 40ｍにつき１箇所、②③④に

おいて 80ｍに１箇所の割合で行う。た

だし、トンネル延長が 100ｍ未満のも

のについては２箇所以上の削孔を行い

巻厚測定を行う。

３．中心線のズレ

直線部は 40ｍにつき１箇所、曲線部は

１スパンにつき１箇所の割合で測定す

る。

※覆工厚が単一である１円弧ほろ型の

水路トンネルについては、上記２の

（イ）、（ロ）及び（ハ）の測定を右図

に示す①～④の各点で測定する。

幅 Ｂ －40

巻厚 Ｔ -0

高さ Ｈ －40

中心線のズレ ｅ

直線部

曲線部

±100

±150

施工延長

150m 未満

―0.1％

―150

１円弧ほろ型


